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　給与所得がある方の大部分は、年末調整で所得税および復興特別所得税が精算されることになる

ため、確定申告をする必要はありません。

　ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴

収された所得税および復興特別所得税が還付される場合があります。

⃝確定申告をしなければならない場合

　給与所得がある方のうち、次のような方は確定申告をしなければなりません。

※確定申告をすれば、税金が還付される場合は除きます。

 ・ 給与の収入金額が 2,000 万円を超える場合

 ・ 1 か所から給与の支払いを受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、

給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が 20 万円を超える場合

 ・ 2 か所以上から給与の支払いを受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合におい

て、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が

20 万円を超える場合

⃝�確定申告をすると所得税および復興特別所得税が還付される場合

　給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のような方は確定申告をすると還付されることが

あります。

 ・ 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産が受けた損害などについて雑損控除を受ける場合

 ・ 病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合

 ・ ふるさと納税などの寄付を行い、寄付金控除を受ける場合

 ・ 家屋を住宅借入金などで新築や購入、増改築などをして、住宅借入金等特別控除を受ける場合

税務署からのお知らせ 確定申告書はお早めに提出を

　確定申告に関する情報は右記QRから国税庁ホームページの特集ページをご覧ください。

 ・ 確定申告書等作成コーナー、e-Tax ソフトの事前準備、送信方法、エラー解消などの

使い方の問合せは e-Tax・作成コーナーヘルプデスク（☎ 0570-01-5901）へ

 ・ マイナンバーカードに関する IC カードリーダライタの設定、対応機種、パソコン設定などの

ご質問は、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎ 0120-95-0178）へ

⃝スマートフォンとマイナンバーカードで e-Tax

　国税庁ホームページから、スマートフォンやパ

ソコンで所得税などの申告書を作成し、マイナン

バーカードを使用してオンラインで提出できます。

　マイナポータル連携を利用すると、控除証明書

などの必要書類のデータを申告書の該当項目へ自

動で入力することができます。

※ マイナンバーカード読み取り対応のスマート

フォンまたは IC カードリーダライタがあれば利

用可能できます。詳細は、右記QR から国税庁ホー

ムページをご覧ください

◀�「確定申告はマイナンバーカー

ドと e-Tax でさらに便利！」

「マイナンバーカードでマイナ▶
ポータルと連携して確定申告書

に自動入力」

◀�「チャットボット（ふたば）に

質問する」

�⃝ e-Tax を利用するメリット

 ・税務署に行かず、自宅から申告ができます

 ・ 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などの添付書類は、記載内容を入力・送信すれば

提出と提示が不要です

 ・ 自宅から e-Tax で提出された還付申告は、3 週間程度で還付されます

 ・ 確定申告期間中は、24 時間いつでも利用できます

※ 源泉徴収票の提出または提示は不要です。医療費の領収書の提出または提示も不要ですが、医療

費控除の明細書の提出が必要です。

◀�徴収高計算書データ送信およびダイレクト納付手続きの詳細

◀�マイナンバーカードを利用して利用開始

手続きを行う方法（個人の方）

e-Tax で徴収高計算書のデータ送信およびダイレクト納付の紹介

⃝まだ e-Tax を利用したことがない方は、利用開始手続きをしてください

◀�開始届出書を提出して利用開始

手続きを行う方法

⃝個人事業者の方

　令和 5 年分の個人事業者の方の消費税および地方消費税の確定申告は、4 月 1 日㈪が申告・納付

の期限となっています。自宅から e-Tax をご活用ください。

　消費税および地方消費税の申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から

作成できます。

⃝個人の方　確定申告による消費税および地方消費税の納期限および振替日は、次のとおりです。

 ・納期限　4 月 1 日㈪
 ・振替日　4 月 30 日㈫
　振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納期限までに提出すると指定の預貯

金口座から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関または税務署に出向く必要

もなく、預貯金残高を確認するだけで納付手続きを済ませることができる大変便利な納税方法です。

　「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」は、自宅から e-Tax で提出することができます。

※ 振替納税の場合には、領収証書は発行されません。その他、振替納税に

関する情報は右記 QR をご覧ください。

令和 5 年分の消費税および地方消費税の確定申告期限

◀�振替手続き

について

第 12 回まちづくり推進会議を開催しました

　第 12 回まちづくり推進会議を昨年 11 月 15 日に町公民館多目的ホールで開催しました。

　会議の主な内容は、以下のとおりです。

※�会議内容の詳細については、紙面の関係上、省略しています。
　�会議の詳細および新しい委員名簿などについては、町ホームページを下記QR から読み取るか、
まちづくり情報コーナー（役場庁舎 1階、図書館）でご覧ください。

▪問合せ　企画財政課企画係（☎ 47-2115　役場 2 階 窓口 12 番）

会議内容
まちの課題について～よそ者・若者・ばか者が地域を変える～ ◀�ホームページ

　まちづくり推進会議は、町民が主体的にまちづ

くりに参加できるよう、町民の意見をまちづくり

に反映させることを目的として、定期的に開催し

ている町民参加型の会議です。

まちづくり推進会議


